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1 　平成22年1月1日から令和６年12月31日までに
契約履行が完了した新築、増築又は改築に係る
基本設計又は実施設計業務で、延床面積が
4,000㎡以上の庁舎又は事務所の設計実績を元
請けとして有すること（設計JVにおける実績は、代
表構成員としての実績とする。）とありますが、
警察署を実績として挙げる場合の延床面積は、
本庁舎と屋内の廊下でつながった附属棟を含め
た面積と、考えてよろしかったでしょうか。

　当該附属棟が、受注した警察署建設に係る一
件の基本設計又は実施設計に含まれていたので
あれば、実績として考えて差し支えありません。

質　問　・　回答書

令和7年7月15日

業務名 宮崎西警察署（仮称）庁舎建設に係る設計業務

質　疑　事　項 回　　　　答


